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ムサシトミヨ生息環境設計事業業務委託 

公募型プロポーザル競争実施要領 

１ 目的 

本要領は、ムサシトミヨ生息環境設計事業業務委託を実施する

に当たり、当該業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候

補者（以下「契約候補者」という。）を選定するため、公募型プ

ロポーザル競争の必要な事項を定める。 

   

２ 業務等概要 

⑴ 名称  

ムサシトミヨ生息環境設計事業業務委託 

⑵ 事業目的  

  埼玉県天然記念物区間（ムサシトミヨ保護センター（久下

2148-1）北側水路より約 400m の区間）において生息する絶滅

危惧 IA 類ムサシトミヨの個体群の維持・回復を図るため、ム

サシトミヨの生息に適した河川環境条件を詳細に分析し、その

分析結果に基づいた具体的な河川等の環境設計を行うことを目

的とする。 

⑶ 内容 

ア 計画準備 

イ ムサシトミヨの生息地に関する現状分析 

ウ ムサシトミヨの生息に適した環境条件の提示 

エ 環境条件を実現するための具体的な河川等の環境設計案の作成 

オ ムサシトミヨ保全推進協議会等の意見収集 

カ 報告書作成 

キ 打合せ協議 

⑷ 期間 

令和８年契約日から令和９年３月３１日まで 
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３ 予算額 

業務等に要する費用の上限は１６，０００，０００円（消費税

額及び地方消費税額を含む。）とする。 

 

４ 実施形式  

公募型プロポーザル競争方式 

 

５ 参加資格 

プロポーザル競争に参加できる者は、公告から契約候補者の選

定までの間において、次に掲げる要件を満たす者とする。 

⑴   熊谷市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規

則（平成１８年規則第８１号）又は熊谷市物品等競争入札の

資格等に関する規則（平成１８年規則第８１号）に基づく資

格者名簿に登載されていること。 

⑵  熊谷市建設工事等の契約に関する入札参加停止等措置要綱

（平成１７年訓令第６２号）又は熊谷市物品の買入れ等の契

約に関する入札参加停止等措置要綱（平成１９年訓令第５０

号）による措置を受けていないこと。 

⑶  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４第１項の規定に該当しないこと 

⑷  会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条に規定す

る更生手続きの申立てをしている者(更生手続開始の決定を受

けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２

５５号）に基づく再生手続き開始の申立てをしている者(再生

手続開始の決定を受けている者を除く。) でないこと。 

⑸  次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合に 



3 

 

はその役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代

表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、

運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

カ 契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを 

 知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

⑹   令和３年度以降に、地方公共団体から発注された希少種保

全に関する業務受託の実績を有すること。 

⑺   ⑴の規定にかかわらず、プロポーザル競争の実施に必要と

される場合において、資格者名簿の未登録の者に対しては、

次に掲げる書類の提出による審査を行い、適当と認められる

ときは、当該プロポーザル競争に参加することができる。 

ア 概要書（参考様式１） 

イ 使用印鑑届（参考様式２） 

ウ 法人にあっては、履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本） 

エ 個人にあっては、身分（身元）証明書及び誓約書 
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オ 財務諸表 

カ 法人にあっては、直近年度の法人市民税（事業所が市内に

ある場合のみ）、法人税、消費税及び地方消費税の納税証明

書（未納がないことが確認できるもの） 

キ 個人にあっては、直近年度の市民税（市内に住所がある場

合のみ）、所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書（未

納がないことが確認できるもの） 

ク 業務経歴書 

ヶ 個人にあっては、成年被後見人、被補佐人、被補助人又は

未成年である場合は同意書（申請日前３か月以内に作成した

もの） 

 

６ 参加申込手続 

⑴ 提出書類  

プロポーザル競争に参加を希望する者は、提出期限までに次

の書類を提出する。 

ア 参加申込書（様式２）     １部 

イ 会社等概要整理表（様式３）   １部 

ウ 業務実績調査等報告書（様式４）  １部 

エ その他参加資格に必要な書類   １部 

⑵ 提出期限 令和８年５月８日（金）午後５時まで 

⑶ 提 出 先 環境部環境政策課 

⑷ 提出方法 電子メールにより電子データで提出すること。 

なお、電子メール送信後、必ず電話により着信を

確認すること。 

 

７ 参加資格の審査方法及び審査結果の通知 

参加申込者の参加資格を本要領に基づき審査し、申込者全員に
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審査結果を通知する。 

 

８ 質問及び回答 

⑴ 質問方法  

質問がある場合は、質問書（様式１）に質問事項を記載の上、

電子メールにより提出する。送信後、必ず環境政策課に電話し

着信を確認する。なお、電話による質問は一切受け付けない。 

⑵ 質問期限 令和８年４月３０日（木）午後５時まで 

⑶ 提 出 先 環境部環境政策課  

⑷ 回答方法 ホームページにて公表する。 

⑸ 回 答 日 令和８年５月１日（金）午後１時 

 

９ 企画提案手続 

プロポーザル競争への参加資格が認められた者は、提出期限ま

でに次の書類を提出する。 

⑴ 提出書類 

ア 企画提案書（表紙：様式５、内容は A4 任意様式）  

８部（正本１部副本７部） 

イ 見積書       ８部（正本１部副本７部） 

ウ 業務従事者実績調書（様式６） 

       ８部（正本１部副本７部） 

⑵ 提出期限 令和８年５月２２日（金）正午まで 

⑶ 提 出 先 環境部環境政策課 

⑷ 提出方法 提出先に直接持参又は郵送により提出する。なお、  

郵送による場合は、提出期限までに提出先へ必着と

する。 

 

10 企画提案書作成方法 
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提案書の構成 

⑴ 企画提案書は１者につき 1 点とする。 

⑵ 企画提案書の正本は、押印のある企画提案書提出書を表紙と

すること。副本は白紙を表紙とし、事業者名等を一切記載しな

いこと。また、パンフレット等の添付書類も含め、散逸しない

ようにファイル等の冊子としてまとめるとともに、表紙の次

ページに資料一覧を添付すること。 

⑶ 企画提案書には提案者が特定できる表現及び表示等を用いな

いこと。 

⑷ 企画提案書作成に関する留意事項 

ア 実施方針、業務実績、支援体制について 

(ｱ) 本業務委託を遂行するため、受託者としての具体的な

実施方針を記載すること。 

(ｲ) これまでの業務実績と本事業の支援体制について記載

すること。 

(ｳ) A4 版任意様式２ページ以内に記載すること。 

イ 実施スケジュール 

(ｱ) 委託期間を契約確定日の翌日から令和９年３月３１日

と し て 、 本 市 と 契 約 締 結 し た 場 合 の 業 務 の 実 施 ス ケ

ジュールを記載すること。 

(ｲ) 業務の実施手法及び実施スケジュールについて具体的

に記入すること。 

(ｳ) A3 版任意様式１ページ以内に記載すること。 

ウ 特定テーマについて 

各設問に対する対応策等について、 A4 版任意様式６ページ

以内で提案内容を記載すること。 

(ｱ) ムサシトミヨ生息地に関する現状分析の手法について 

ムサシトミヨ生息地に関する現状分析の手法を提案す
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ること。また、参考とした文献等があれば、明確に示す

こと。 

(ｲ) ムサシトミヨ生息地の環境設計（案）について 

ムサシトミヨ生息地の環境設計（案）について、以下

の項目を必須条件として、作成すること 

・河川工事等で使用する資材については、ムサシトミヨ

の生息に影響を与えない（若しくは最小限に抑えた）資

材や工法を採用すること。また、それを採用する理由に

ついて説明を入れること。 

・堰等を施工する場合は、ムサシトミヨに適した魚道を

取り入れること。 

・新たな水源の確保は考えないこと。 

・原則、隣接地と協議が必要となる提案内容としないこと。 

・原則、構造物は恒久的な設計にすること。 

エ その他 

(ｱ) 企画提案書の記述にあたっては、説明を要せずとも提

案書を読んで理解ができる内容とすること。提案書に記

載する内容は全て本事業における実施義務事項となる。 

(ｲ) 説明は文章をもって行い、図等はその補助として用い

ること。図のみの説明は認めない。 

(ｳ) 書式の縦・横、印刷のカラー・白黒は問わない。 

(ｴ) ページ番号を付して作成すること。 

(ｵ) 図表等については、必要に応じて A３判横書きでも可

とするが、折り込むこと。 

(ｶ) 企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めな 

(ｷ) 企画提案書等の返却は行わない。 

(ｸ) 企画提案書等の作成及び提出等に要する費用は、すべ

て提案者の負担とする。 
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11 審査方法 

  本要領、仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、

以下の方法により審査する。 

⑴ 一次審査 

ア 審査方法 

一次審査のため提出された参加申込書、会社等概要整理表

及び業務実績調査等報告書等について、環境政策課において

書面審査し、二次審査対象を選出する。 

イ 通知 

(ｱ) 通知方法 

書面審査で二次審査対象として選出された者に「二次

審査に関する通知」を行う。なお、一次審査で各条件に

満たさなかった者、また二次審査対象に選出去れなかっ

た者については、その旨を書面にて通知する 

(ｲ) 日時 

令和８年５月１２日（火）に書面で通知する 

⑵ 二次審査 

本要領、仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、

以下の方法によりムサシトミヨ生息環境設計事業業務委託プロ

ポーザル審査委員会が審査する。 

ア 審査方法 

(ｱ) 日時 

令和８年５月２６日（火）午後１時 

詳細は「二次審査に関する通知」で行う。 

(ｲ) 場所 

熊谷市役所江南庁舎２階 会議室Ａ  

(ｳ) プレゼン及びヒヤリング時間 
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各社３０分以内（プレゼンテーション２０分以内、委

員からの質疑１０分以内） 

(ｴ) 内容 

提案書の内容について説明を行い、審査委員会委員が

行う質問に回答する。 

(ｵ) その他 

特別な理由がなく、開始時刻に遅れた場合は失格とする。 

イ 評価方法 

(ｱ) 採点 

審査委員会委員が評価採点基準項目ごとに評価した配

点から、委員ごとの評価点を算出し、各委員の評価点を

合計して合計評価点とする。 

(ｲ) 選定 

合計の評価点で最高点を得たものを契約候補者として

特定する。なお、最高点を得た者が２者以上ある場合は、

「ムサシトミヨ生息地の環境設計（案）について」の点

数が最も高い者を契約候補者とする。更に同点の場合、

見積金額の最も低い者を契約候補者とする。 

最高点に続く合計評価点を得た者が次点候補者、第３

位の合計評価点を得た者を第３候補者として特定する。 

(ｳ) 評価採点基準及び配点表（審査委員会委員１人当たり） 

評価採点基準項目 配点 

業務実績、支援体制について １０点 

実施スケジュールについて １５点 

ムサシトミヨ生息地に関する現状

分析の手法について 

２０点 

ム サ シ ト ミ ヨ 生 息 地 の 環 境 設 計 ３５点 
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（案）について 

提案価格 
２０点×最低提案

価格/提案価格 

合計 １００点 

(ｴ) 評価点の考え方（提案価格以外） 

各審査委員会委員は、評価採点基準項目ごとに、ムサ

シトミヨ生息環境設計事業業務委託に関するプロポーザ

ル審査要領で定める「プロポーザルの評価基準」に示す

評価項目ごとの「配点」により評価を行い、「評価項目

の点数化方法」により点数化する。 

また、評価点の計算にあたっては、小数点第２位を四

捨五入する。 

(ｵ) 最低基準点の設定 

契約候補者となることができる最低基準点は、満点の

6 割とし、最低基準点を得られなかった場合は、契約候

補者として選定しない。 

また、参加者が１者の場合でも、本プロポーザルは成

立する。ただし、最低基準点については、提案価格点を

除いた点数の 6 割とする。 

(ｶ) プロポーザル参加資格が無効となる場合 

提出書類に虚偽の記載があった場合は、参加資格を無

効とし、評価採点の対象としない。 

ウ その他 

機器等必要な場合は以下の通りとする。 

(ｱ) パソコン等は提案者が用意すること。 

(ｲ) スクリーン及びプロジェクターは、市が用意する。 

 

12 選定結果 
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⑴ 通知方法 全提案者に対して文書により通知する。 

⑵ 通知時期 令和８年６月上旬 

⑶ 選定結果の公表 

選定過程の透明性を確保するため、次の事項を市ホームペー

ジにおいて公表する。なお、選定されなかった提案者が１者で

あった場合は、当該提案者の評価点は公表しない。 

ア 契約候補者の名称 

イ 全提案者の名称  ※申込順 

ウ 全提案者の評価点 ※得点順 

エ 契約候補者の選定理由 

オ ムサシトミヨ生息環境設計事業業務委託プロポーザル審査

委員会委員の氏名及び選任理由 

 

13 契約締結 

  選定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やか

に随意契約を締結する。なお、この場合、契約候補者はあらため

て見積書を提出するものとする。 

 

14 提出書類の取扱い 

⑴ 提出された全ての書類は、返却しない。 

⑵ 提出後の追加、修正及び削除は認めない。 

⑶ 提出された企画提案書は、提出した者に無断でプロポーザル

競争に係る事務以外には利用しない。ただし、情報公開請求が

あった場合は、熊谷市情報公開条例（平成１７年条例第１０

号）に基づき取り扱うものとする。 

⑷ 提出された企画提案書は、プロポーザル競争に係る事務に必

要な範囲において、複製を行うことがある。 

⑸ 市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることが
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できる。 

⑹ 企画提案書の提出は、１者１案とする。 

 

15 その他 

⑴ 言語及び通貨単位 

手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本

国通貨に限る。 

⑵ 費用負担 

書類作成及び提出に係る費用等、必要な経費は全て提出者の

負担とする。また、やむを得ない理由によりプロポーザル競争

を中止する場合、プロポーザル競争に要した費用については市

に請求できないものとする。 

⑶ 参加辞退の場合 

参加申込書又は企画提案書の提出後、都合により参加を辞退

する場合は、参加を辞退する旨を記載した書面（様式は任意）

を、速やかに環境政策課あてに提出するものとする。 

⑷ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要領等で示し、提出期限、提出先、提出方法、書類作

成方法等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 見積書の金額が、「３予算額」を超過した場合 

⑸ 知的創造物についての権利等 

企画提案書等の著作権及び産業財産権は、提案者に帰属する

ものとする。ただし、契約候補者に選定された者が作成した企

画提案書等について、市は提案者の許諾を得た上で、特段の対
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価なく使用（複製、転記又は転写をいう。）できるものとする。 

また、企画提案書等において第三者の著作権及び産業財産権

の対象となっているものを使用したことにより生じた責任は、

提案者が負うものとする。 

 

 

16 日程 

令和８年４月２１日（火）実施公告及び参加申込及び質問開始 

４月３０日（木）質問締切 

５月 １日（金）質問に対する回答 

５月 ８日（金）参加申込及び一次審査提出書類提締切 

５月１２日（火）一次審査結果通知 

５月２２日（金）二次審査提出書類締切 

５月２６日（火）プレゼンテーション審査 

５月下旬    選定委員会へ報告 

６月上旬    選定結果通知 

 

17 問合せ先 

  熊谷市環境部環境政策課  

  住 所：〒３６０－０１９２ 熊谷市江南中央１丁目１番地 

  電 話：０４８－５３６－１５４７ 

  ＦＡＸ：０４８－５３６－２００９ 

  E-mail：kankyoseisaku【アットマーク】city.kumagaya.lg.jp 

  ※【アットマーク】部分は「＠」に置き換えてください。 



調査対象地域と現状
【対象範囲】
ムサシトミヨ保護センター（久下2148-1）北側水路から約400ｍ区間になります。
【現状】
・現在上流から100ｍほどの場所に土のうで積み上げた堰があり、上流区間の水位を一定に保っ
ています。
・水源は、ムサシトミヨ保護センターの汲み上げポンプです（約5,000ｔ/日）。
・水路の途中で、民間の養鱒場跡地に水が流れていくため、滞留区間や冬季に渇水する区間があ
ります。
・源流部から約400ｍ区間は埼玉県の天然記念物区間に指定されているため、現状変更を行う場
合は許可が必要となります。また、使用資材や機材に制限がかかります。
・水路には、自動水温計を設置しており、令和７年６月～９月の水温は12℃～15℃でした。

1
埼玉県指定天然記念物区間（約400ｍ）

R6
土のうを積み（堰）、
に緊急的に上流区間の
水位を確保しました。

：水流方向

冬場渇水区間

滞留区間
（ほとんど流れが無い）

Google map引用

：自動水温測定

器

民間養鱒場跡地

民間養鱒場跡地


